
公開税務研修会
公益社団法人北沢法人会 税制委員会主催

「２０２５年版年収の壁」

日 時 令和7年11月27日(木) 18:00〜19:30

会 場 北沢法人会館 ３階 会議室
世田谷区梅丘1-43-1 小田急線「梅ヶ丘駅」より徒歩２分

講 師税理士・社会保険労務士 森島重樹先生
（北沢法人会会員･下北沢支部／青年部会）

受講料

無料

申 込
方 法

QRコード または FAXでお申し込みください。

北沢法人会事務局 FAX：03-5450-7122

11月27日（木） 「公開税務研修会」 参加申込書

会社名：                                        会員 ・ 一般

お名前：

ご連絡先：

ご質問等ございましたら事前にご記入ください。事前に頂いたご質問は、当日講師より回答いたします。

公益社団法人 北沢法人会
〒154-0022 東京都世田谷区梅丘1-43-1 TEL:03-5450-7121

E-mail：info@kitazawahoujinkai.or.jp

内 容
令和6年の定額減税に引き続き、令和7年の年末調整も非常に複雑になっています。

令和7年度の税制改正により、従来“103万円の壁”として知られていた基準が160万円

へと大きく変更されました。

さらに、新たに『特定親族特別控除』という制度も創設されています。

単に基礎控除等の引き上げで税負担が軽くなる、といった単純な話ではありません。

今回の改正は、社会保険やその他の関連制度との整合性が十分に取れておらず、

注意を要します。

今回のセミナーでは、税制と社会保障制度の両面から今回の改正点をわかりやすく

解説し、実務上の留意点をご案内いたします。

※〇をつけてください
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